
公 告 第 ２ ０ ８ 号 支出負担行為担当官 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ７ 日 防衛装備庁長官官房会計官付 

経理室長 木暮 聡     

公 告 

 下記により入札を実施するので、入札及び契約心得（地方調達）（平成３１年４月１日）を熟知の上、

参加されたい。 

１ 入札方式 一般競争入札 

２ 入札に付する事項  

件名 規格 数量 納地 納期 摘要 

組立式金庫ほか５品目 内訳明細書のと

おり 

内訳明細書のと

おり 

防衛装備庁 令和４年 

３月２３日 

 

 

説明会  な し 

３ 入 札 (1) 日 時 令和３年１２月２２日（水）１４時３０分 

(2) 場 所 防衛装備庁入札室（会計官）（Ｄ棟３Ｆ） 

４ 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。な

お、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要

な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 平成３１・３２・３３年度又は令和１・２・３年度防衛省競争参加資

格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＡ、Ｂ、Ｃ、又はＤ等級のいず

れかに格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有しているこ

と。 

(4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官から又は防衛装備庁

長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要

領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者（以下「指名停止

期間中の者」という。）でないこと。 

(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係の

ある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負

について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

(6) 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、

当該状態が継続している有資格業者でないこと。 

５ 入札方法 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセ

ントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１００／１１０に相当する金額を入

札書に記載すること。 

６ 保証金 (1) 入札保証金 免除 

(2) 契約保証金 免除 

(3) 入札保証金は、落札者が契約を結ばないとき、契約保証金は契約者が

その義務を履行しないときは、国庫に帰属する。 

(4) 保証金以上の金額につき、保険会社との間に国を被保険者とする入札

保証保険契約を結んだときは入札保証金を、履行保証保険契約を結んだ

ときは契約保証金を免除する。 

７ 入札の無効 (1) ４の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札は

無効とする。 

(2) 入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚

偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が

提出した入札書等を無効とする。 

８ 契約書作成の必要の有無 有 

 

 

 

 

 



９ 契約をしようとする 

基本契約条項等 

物品売買契約条項 

談合等の不正行為に関する特約条項 

暴力団排除に関する特約条項 

１０ 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の１００分の５以上の金額を違約金として徴収

する。 

１１ その他  

(1) 電子調達システムの利用 本件は、政府電子調達（ＧＥＰＳ）を利用する案件である。なお、電子

調達システムの障害により、入札取りやめ、本公告が変更となる場合があ

る。 

《電子入札による入札書受領期間》 

公告日から令和３年１２月２１日（火）１８時００分まで（行政機関の休

日を除く）。 

また、電子調達システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙方式

に代えるものとする。この場合、令和３年１２月１７日（金）１８時００分

まで（行政機関の休日を除く）に下記問い合わせ先に「紙入札方式参加・紙

契約書締結 承諾願」を提出すること。 

(2) 端数処理 入札書に記載された金額の１１０／１００に相当する金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を

切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。 

(3) 提出資料 

 

ア 防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書の写しを入札日の前日まで

（行政機関の休日を除く）に提出するものとする。 

イ 同等品にて入札に参加する場合は、下記問い合わせ先に照会のうえ、

令和３年１２月１５日（水）１２時００分まで（行政機関の休日を除

く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。 

(4) 本書記載事項については会計

官付経理室契約係に照会のこと 

〒１６２－８８７０ 東京都新宿区市谷本村町５－１ Ｄ棟３階 

防衛装備庁長官官房会計官付経理室契約係 

TEL ３２６８－３１１１ （内線）３５８６５ 

  

  

  

  

 



番号 品　名 仕様・規格 数量・単位 単　価 金　額

1 組立式金庫

(1)外形は高さ2000mm以上2400mm未満、幅2600mm以上3200ｍｍ未
満、奥行き2800mm以上3200mm未満
(2)壁、床、天井の構造は厚さ3.2mm以上の鋼板（室内外の両面に設置
する場合は、各々1.6mm以上）。
(3)扉は厚さ3.2mm以上（フラッシュ扉の場合は、各々1.6mm以上）の鋼
鉄製
(4)両開き扉の場合は、扉の合せ目に定規ぶちを取り付けること。
(5)扉の丁番は切断された場合でも開放を防止できる構造とすること。

(6)扉は交換数100３以上で、１目盛りごとに任意に番号を設定可能の三
段式文字盤かぎを備えること。
(7)三段式文字盤の内部装置はすき間から目視又は触感により探知さ
れないような構造であること。
(8)窓及び扉にのぞき窓を設けないこと。
(9)非常開閉装置を内部に備えること。
(10)天井部に照明装置（ＬＥＤ）を備えること。
(11)停電時にも３０分以上機能する照明装置（常夜灯）を出入口扉の上
部に備えること。
(12)透過損失45dB相当の防音効果を備えること。
(13)換気装置を備えること。換気装置の開口部で不法侵入のおそれが
ある箇所は、直径13mm以上の鉄筋を縦及び横に10cm以下の間隔で
取付け、かつ、交叉部は全て溶接するとともに、盗視等の侵害に対応し
うる適切な措置を講ずるものとする。
(14)AC100V（50/60Hz）のコンセントを設けること（２口×２か所）。
(15)消防用設備の取付に必要となる下穴を設けること。
(16)指定場所への据付調整を含む。

１式

2
指静脈認証入
退室管理装置

セコム
・指静脈認証装置：FI-E0270
・コントローラ：CN-T2820
日立
・指静脈認証装置：FVA-100SL
・I/Oボックス：AIO-730
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
(1)パーソナルコンピュータを必要とせず指静脈のパターンの登録作業
ができること。
(2)一人当たり２指として、１００人分以上の指静脈パターンを登録できる
こと。
(3)入退室時刻及び入退室者を記録可能なこと。
(4)５千件の入室履歴を保存可能であること。
(5)入室履歴は常時のLAN接続を必要としない環境下で、パーソナルコ
ンピュータ（Windows 10 Enterprise 2016 LTSB）で確認可能であること。
その際、可搬記憶媒体及び特別なソフトウェアを使用する場合は、それ
らを納入すること。
(6)据付及び機能に必要な付属品等を含む。
(7)電気錠と連接しての据付調整を含む。

１式

3 電気錠

美和ロック　U9AUT50-１
ゴール　GV-EUT-5NU
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
(1)指静脈認証装置の照合結果を受けて、開錠可能なこと。
(2)開閉のたびに自動で施錠されるもの。
(3)据付及び機能に必要な付属品等を含む。
(4)指静脈認証装置及び入退室管理装置と連接しての据付調整を含
む。

１式

内訳明細書



番号 品　名 仕様・規格 数量・単位 単　価 金　額

内訳明細書

4 インターホン

セコム
・親機：IT-P2310
・子機：IT-P2340
アイホン
・親機：TD-3H/B
・子機：TD-1H/B
・電源アダプタ：PS1225A
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
(1)親機１台、子機２台で構成するもの。
(2)停電時にも１時間以上機能を維持すること。
(3)親機と子機間の配線は容易に切断されることのないようにすること。
(4)据付及び機能に必要な付属品等を含む。
(5)据付調整（親機：組立式金庫内、子機：同階別室及び上階別室の指
定場所）を含む。

１式

5 警報装置

セコム
・パッシブセンサ：PI-S0520
・異常表示器：PL-L0020
・異常表示器用電源：AC-A0360
・パワーユニット：PO-W0400
・履歴ソフト：SF-T0560
竹中エンジニアリング
・ＩＰコントローラ：RXT-750CTI
・パッシブセンサー：PA-6614
・マグネットスイッチ：MG-104S(G)
・ＬＥＤフラッシュマルチサイレン：LFS-100R
・カードリーダ及びカード：FC-151、FC-151専用カード
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
(1)組立式金庫扉の不正な開閉及び侵入、停電並びに配線の断線時に
自動又は手動で警報又は警鳴するものとする。
(2)組立式金庫外の配線は容易に切断されることのないようにする。
(3)据付及び機能に必要な付属品等を含む。
(4)据付調整（インターホン子機と同じ場所）を含む。

１式

6 監視装置

セコム
・カメラ：DV-C2250
・モニタ：LC-D0310
・記録装置：NV-R0010及びHD-D0250
・PoEハブ：HU-B0180
・UPS：UP-S1210
竹中エンジニアリング
・カメラ及び電源：VCC-IR850AH、PS-1210
・レコーダー：AHD04S-A
・HDMI/HD-SDI変換ユニット：VH-RV500
・HDMI変換コンバーター：VH-RV410
・モニター：　I・O DADA　LCD-AH221EDB-A
・UPS：オムロン　BW-100T
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
(1)カメラ１台及びモニター２台で構成すること。
(2)カメラは２４時間連続して録画可能で、３か月分の記録を保存できる
こと。
(3)モニターは液晶１０インチ以上のもの。
(4)モニターはインターホン子機と同じ場所へ設置し、カメラの映像を視
認できること。
(5)据付及び機能に必要な付属品等を含む。
(6)据付調整（カメラ：組立式金庫内、モニター：同階別室及び上階別室
の指定場所）を含む。

１式

本調達の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）は、納入物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は障
害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等
の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。
事前に現場を確認し官とよく調整することに加え、必要となる消耗品等は契約相手方が準備するものとする。
納品に当たり、養生等必要な措置を講ずるとともに、物品及び施設・設備等に損傷を与えた場合、官に報告の上、契約相手方の責任
において速やかに現状に復するものとする。
各品目の使用要領等を記載した取扱説明書を提出するものとする。


